
改葬の補償
株式会社 四門



補償基準等

・公共用地の取得に伴う損失補償基準 第３５条

土地等の取得又は土地等の使用に伴い墳墓について改葬を行うときは、通常改葬に要する費用を補償するものとする。

・公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 第１９

基準第３５条（改葬の補償）は、次により処理する。

１ 墳墓の改葬の補償額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

この場合において、墳墓の改葬方法等については、当該地方の慣行によるものとする。

一 遺体又は遺骨の移転については、土葬、火葬の別により掘上げ、埋戻し、運搬及び埋葬に要する費用

二 墓碑類の移転については、構造及び形状により通常妥当と認められる工法に基づき、これを移転するために

要する費用

三 柵垣等については、移転並びに補修に要する費用

２ 無縁として取扱う墳墓の移転については、特別の事情のない限り、前項に準じその墓地の所有者又は管理者に

補償するものとする。

・改葬の補償及び祭し料調査算定要領（案）
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民法897条第１項

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭
祀を主宰すべき者が継承する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰す
べき者があるときは、その者が継承する。
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